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付
録
一

品
目
別
規
則

注
釈

１

こ
の
付
録
に
定
め
る
品
目
別
規
則
の
適
用
上
、

「
Ｖ
Ｎ
Ｍ
」
と
は
、
産
品
の
生
産
に
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
最
大
の
価
額
を
示
す
。
当
該
最
大
の
価
額
に
つ
い

(a)
(i)

て
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
価
額
を
当
該
産
品
の
工
場
渡
し
価
額
に
よ
り
除
し
た
割
合
に
よ
り
、
百
分
率
で
表
さ
れ
る

Ｖ
Ｎ
Ｍ
の
直
後
の
数
字
に
よ
り
示
す
。
例
え
ば
、
「
Ｖ
Ｎ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
は
、
Ｖ
Ｎ
Ｍ
が
産
品
の
工
場
渡
し

価
額
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
示
す
。

「
Ｃ
Ｃ
」
と
は
、
各
類
、
項
、
号
の
産
品
へ
の
他
の
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産
品
の
生
産

(ii)
に
使
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て
二
桁
番
号
の
水
準

け
た

に
お
け
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
類
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」
と
は
、
各
類
、
項
、
号
の
産
品
へ
の
他
の
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産
品
の
生

(iii)
産
に
使
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て
四
桁
番
号
の
水

け
た
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準
に
お
け
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
項
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
」
と
は
、
各
類
、
項
、
号
の
産
品
へ
の
他
の
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
、
産
品
の

(iv)
生
産
に
使
用
さ
れ
た
す
べ
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て
六
桁
番
号
の

け
た

水
準
に
お
け
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
号
の
変
更
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
。

「
Ｗ
Ｏ
」
と
は
、
こ
の
附
属
書
の
第
三
条
の
規
定
に
従
い
、
産
品
が
締
約
国
の
関
税
地
域
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ

(v)
る
こ
と
を
い
う
。

第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
の
原
産
地
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
産
品
の
生
産
に
使
用

(b)
さ
れ
た
材
料
で
あ
っ
て
第
五
十
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
繊
維
を
含
む
か
否

か
を
問
わ
ず
、
考
慮
し
な
い
。

２

こ
の
付
録
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

統

一

シ

ス

テ

ム

の

類

関

税

分

類

番

号

品

目

別

規

則

（
注
釈

欄
又
は

欄
に
規
定
す
る
関
連
す
る
規

(3)

(4)

則
を
満
た
す
産
品
は
、
締
約
国
の
原
産
品
と
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す
る
。
）

又

は

(1)

(2)

(3)

(4)

第
一
類

動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限

〇
一

Ｃ
Ｃ

る
。
）

第
二
類

肉
及
び
食
用
の
く
ず
肉

〇
二

Ｃ
Ｃ
（
第
一
類
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

第
三
類

魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及

〇
三

Ｃ
Ｃ

び
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物

せ
い

せ
き
つ
い

第
四
類

酪
農
品
、
鳥
卵
、
天
然
は
ち
み
つ

〇
四

Ｃ
Ｃ

及
び
他
の
類
に
該
当
し
な
い
食
用

の
動
物
性
生
産
品

第
五
類

動
物
性
生
産
品
（
他
の
類
に
該
当

〇
五

Ｃ
Ｃ

す
る
も
の
を
除
く
。
）
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第
六
類

生
き
て
い
る
樹
木
そ
の
他
の
植
物

〇
六
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ

及
び
り
ん
茎
、
根
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
物
品
並
び
に
切
花
及
び

〇
六
・
〇
二

Ｃ
Ｃ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ

装
飾
用
の
葉

ン
ト

第
七
類

食
用
の
野
菜
、
根
及
び
塊
茎

〇
七

Ｃ
Ｃ

第
八
類

食
用
の
果
実
及
び
ナ
ッ
ト
、
か
ん

〇
八

Ｃ
Ｃ

き
つ
類
の
果
皮
並
び
に
メ
ロ
ン
の

皮

第
九
類

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
、
マ
テ
及
び
香
辛

〇
九
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ

料

〇
九
〇
一
・
二
一

〇
九
〇
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

－

第
一
〇
類

穀
物

一
〇

Ｃ
Ｃ

第
一
一
類

穀
粉
、
加
工
穀
物
、
麦
芽
、
で

一
一
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
か
ら
の
変
更

ん
粉
、
イ
ヌ
リ
ン
及
び
小
麦
グ

を
除
く
。
）
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ル
テ
ン

一
一
・
〇
五

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

一
一
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
七
・
〇
八
項
、
第

〇
七
・
一
〇
項
、
第
〇
七
・
一
三

項
、
第
〇
七
・
一
四
項
又
は
第
八

類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
一
〇
八
・
一
三

一
一
〇
八
・
一
四

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）

一
一
〇
八
・
一
九

一
一
〇
八
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
一
〇
類

－

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
一
二
類

採
油
用
の
種
及
び
果
実
、
各
種

一
二

Ｃ
Ｃ

の
種
及
び
果
実
、
工
業
用
又
は

医
薬
用
の
植
物
並
び
に
わ
ら
及

び
飼
料
用
植
物
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第
一
三
類

ラ
ッ
ク
並
び
に
ガ
ム
、
樹
脂
そ

一
三

Ｃ
Ｃ

の
他
の
植
物
性
の
液
汁
及
び
エ

キ
ス

第
一
四
類

植
物
性
の
組
物
材
料
及
び
他
の

一
四

Ｃ
Ｃ

類
に
該
当
し
な
い
植
物
性
生
産

品

第
一
五
類

動
物
性
又
は
植
物
性
の
油
脂
及

一
五
・
〇
一

一
五
・
〇
二

Ｃ
Ｃ

－

び
そ
の
分
解
生
産
物
、
調
製
食

用
脂
並
び
に
動
物
性
又
は
植
物

一
五
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

性
の
ろ
う

一
五
・
〇
四

一
五
・
〇
六

Ｃ
Ｃ

－

一
五
・
〇
七

一
五
・
〇
八

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

－

を
除
く
。
）

一
五
・
〇
九

一
五
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）
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一
五
一
一
・
一
〇

一
五
一
五
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

－

を
除
く
。
）

一
五
一
五
・
二
一

一
五
一
五
・
二
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
か
ら
の
変
更

－

を
除
く
。
）

一
五
一
五
・
三
〇

一
五
一
五
・
九
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

－

を
除
く
。
）

一
五
一
六
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
又
は
第
五
類
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
六
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
、
第
八
類
又
は

第
一
二
類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
一
七
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
、
第
四
類
、
第

五
類
又
は
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

一
五
一
七
・
九
〇

一
五
二
〇
・
〇
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
、
第
四
類
、
第

－
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五
類
、
第
七
類
、
第
八
類
又
は
第

一
二
類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
二
一
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
、
第
八
類
又
は

第
一
二
類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
五
二
一
・
九
〇

一
五
二
二
・
〇
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
、
第
四
類
、
第

－

五
類
又
は
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

第
一
六
類

肉
、
魚
又
は
甲
殻
類
、
軟
体
動

一
六
・
〇
一

一
六
・
〇
二

Ｃ
Ｃ
（
第
一
類
、
第
二
類
又
は

－

物
若
し
く
は
そ
の
他
の
水
棲
無

第
五
類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

せ
い

脊
椎
動
物
の
調
製
品

せ
き
つ
い

一
六
・
〇
三

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
、
第
三
類
又
は

第
五
類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
六
〇
四
・
一
一

一
六
〇
四
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）

一
六
〇
四
・
三
〇

Ｃ
Ｃ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
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ン
ト

一
六
・
〇
五

Ｃ
Ｃ
（
第
三
類
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

第
一
七
類

糖
類
及
び
砂
糖
菓
子

一
七
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

一
七
〇
二
・
一
一

一
七
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
四
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）

一
七
〇
二
・
二
〇

Ｃ
Ｃ

一
七
〇
二
・
三
〇

一
七
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
類
又
は
第
一
二

－

類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
七
・
〇
三

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

一
七
〇
四
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
第
一
七
類
に
分
類
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さ
れ
る
非
原
産
材
料
で
あ
っ
て
生

産
に
使
用
さ
れ
た
も
の
の
価
額
が

産
品
の
工
場
渡
し
価
額
の
三
十

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
七
〇
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
並
び
に
第
四
類
及
び
第

一
七
類
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材

料
で
あ
っ
て
生
産
に
使
用
さ
れ
た

も
の
の
価
額
が
産
品
の
工
場
渡
し

価
額
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超

え
な
い
こ
と
。

第
一
八
類

コ
コ
ア
及
び
そ
の
調
製
品

一
八
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
八
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

一
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
並
び
に
第
四
類
及
び
第

一
七
類
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材

料
で
あ
っ
て
生
産
に
使
用
さ
れ
た

も
の
の
価
額
が
当
該
産
品
の
工
場
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渡
し
価
額
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
な
い
こ
と
。

第
一
九
類

穀
物
、
穀
粉
、
で
ん
粉
又
は
ミ

一
九
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
又
は
第
一
一

ル
ク
の
調
製
品
及
び
ベ
ー
カ

類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

リ
ー
製
品

一
九
・
〇
二

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
（
デ
ュ
ラ
ム

小
麦
を
除
く
。
）
又
は
第
一
一
類

（
デ
ュ
ラ
ム
小
麦
か
ら
生
産
さ
れ

る
産
品
を
除
く
。
）
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

一
九
・
〇
三

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
類
（
第
一
〇
・

〇
一
項
を
除
く
。
）
又
は
第
一
一

類
（
第
一
一
・
〇
一
項
を
除
く
。
）

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

一
九
〇
四
・
一
〇

一
九
〇
五
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
四
十
パ
ー

－

セ
ン
ト
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一
九
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
・
〇
五
項
か
ら

の
変
更
を
除
く
。
）

第
二
〇
類

野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他

二
〇
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ

植
物
の
部
分
の
調
製
品

ン
ト

二
〇
〇
二
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

二
〇
〇
四
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
一
一

Ｃ
Ｃ
（
第
一
二
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

二
〇
〇
八
・
二
〇

二
〇
〇
八
・
九
二

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）

二
〇
〇
九
・
一
一

二
〇
〇
九
・
一
二

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）
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二
〇
〇
九
・
五
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

二
〇
〇
九
・
七
一

二
〇
〇
九
・
七
九

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）

第
二
一
類

各
種
の
調
製
食
料
品

二
一
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ

二
一
〇
三
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
類
又
は
第
二
〇
類

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
・
〇
五

Ｃ
Ｃ
（
第
四
類
又
は
第
一
九
類

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
四
十
五
パ
ー

セ
ン
ト

第
二
二
類

飲
料
、
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
食
酢

二
二
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
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二
二
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
五
十
五

パ
ー
セ
ン
ト

二
二
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
二
・
〇
四

二
二
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
（
第
八
類
又
は
第
二
〇
類

－

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
・
〇
七

Ｃ
Ｃ

二
二
〇
八
・
二
〇

二
二
〇
八
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
か

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
〇
八
・
四
〇

二
二
〇
八
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
か

－

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
〇
八
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
か

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
〇
八
・
九
〇
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合
成
清
酒
又
は
料
理
用
酒
（
み
り

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー

ん
）

セ
ン
ト

飲
料
（
果
実
及
び
果
汁
を
も
と
と
し

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
類
又
は
第
二
〇

た
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ル
コ
ー
ル
分

類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

が
一
％
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
も
の

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
二
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
二
三
類

食
品
工
業
に
お
い
て
生
ず
る
残

二
三
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

留
物
及
び
く
ず
並
び
に
調
製
飼

料

二
三
〇
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
類
又
は
第
五
類

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
三
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
三
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）



438

二
三
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー

セ
ン
ト

第
二
四
類

た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用

二
四
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

品

二
四
〇
一
・
一
〇

二
四
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｃ

－

二
四
〇
一
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

第
二
五
類

塩
、
硫
黄
、
土
石
類
、
プ
ラ
ス

二
五
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

タ
ー
、
石
灰
及
び
セ
メ
ン
ト

第
二
八
類

無
機
化
学
品
及
び
貴
金
属
、
希

二
八
〇
四
・
六
一

二
八
〇
四
・
六
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

土
類
金
属
、
放
射
性
元
素
又
は

同
位
元
素
の
無
機
又
は
有
機
の

二
八
四
四
・
一
〇

Ｃ
Ｃ

化
合
物

二
八
四
四
・
二
〇

二
八
四
四
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

－

第
二
九
類

有
機
化
学
品

二
九
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
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二
九
〇
五
・
四
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
〇
六
・
一
一

Ｃ
Ｃ
（
第
三
三
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

二
九
一
八
・
一
四

二
九
一
八
・
一
五

Ｃ
Ｃ
（
第
一
七
類
又
は
第
二
三

－

類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
三
〇
類

医
療
用
品

三
〇
〇
六
・
九
二

Ｗ
Ｏ

第
三
一
類

肥
料

三
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

第
三
二
類

な
め
し
エ
キ
ス
、
染
色
エ
キ

三
二
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

ス
、
タ
ン
ニ
ン
及
び
そ
の
誘
導

注
釈

こ
の
規
則
を
適
用
す
る

体
、
染
料
、
顔
料
そ
の
他
の
着

に
当
た
り
、
第
三
二
・
〇

色
料
、
ペ
イ
ン
ト
、
ワ
ニ
ス
、

四
項
に
分
類
さ
れ
る
非
原
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パ
テ
そ
の
他
の
マ
ス
チ
ッ
ク
並

産
材
料
で
あ
っ
て
生
産
に

び
に
イ
ン
キ

使
用
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
非
原
産
材
料

の
総
額
が
産
品
の
工
場
渡

し
価
額
の
二
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
な
い
場
合
に

は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関

税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て

四
桁
番
号
の
水
準
に
お
け

け
た

る
も
の
を
必
要
と
し
な

い
。

第
三
四
類

せ
っ
け
ん
、
有
機
界
面
活
性

三
四
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

剤
、
洗
剤
、
調
製
潤
滑
剤
、
人

注
釈

こ
の
規
則
を
適
用
す
る

造
ろ
う
、
調
製
ろ
う
、
磨
き

に
当
た
り
、
第
三
四
・
〇

剤
、
ろ
う
そ
く
そ
の
他
こ
れ
に

二
項
に
分
類
さ
れ
る
非
原

類
す
る
物
品
、
モ
デ
リ
ン
グ

産
材
料
で
あ
っ
て
生
産
に

ぺ
ー
ス
ト
、
歯
科
用
ワ
ッ
ク
ス

使
用
さ
れ
た
も
の
に
つ
い

及
び
プ
ラ
ス
タ
ー
を
も
と
と
し

て
は
、
当
該
非
原
産
材
料

た
歯
科
用
の
調
製
品

の
総
額
が
産
品
の
工
場
渡
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し
価
額
の
二
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
な
い
場
合
に

は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関

税
分
類
の
変
更
で
あ
っ
て

四
桁
番
号
の
水
準
に
お
け

け
た

る
も
の
を
必
要
と
し
な

い
。

第
三
五
類

た
ん
ぱ
く
系
物
質
、
変
性
で
ん

三
五
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

粉
、
膠
着
剤
及
び
酵
素

こ
う

三
五
〇
二
・
一
一

三
五
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
四
類
か
ら
の
変
更
を

－

除
く
。
）

三
五
〇
二
・
二
〇

三
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

－

三
五
・
〇
五

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

第
三
八
類

各
種
の
化
学
工
業
生
産
品

三
八
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
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三
八
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

三
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

三
八
〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
一
類
又
は
第
三

五
類
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
八
二
四
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
三
九
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
そ
の
製
品

三
九
・
〇
一

三
九
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

第
四
〇
類

ゴ
ム
及
び
そ
の
製
品

四
〇
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

第
四
一
類

原
皮
（
毛
皮
を
除
く
。
）
及
び

四
一

Ｃ
Ｃ

革

第
四
二
類

革
製
品
及
び
動
物
用
装
着
具
並

四
二

Ｃ
Ｃ

び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
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グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容

器
並
び
に
腸
の
製
品

第
四
三
類

毛
皮
及
び
人
造
毛
皮
並
び
に
こ

四
三

Ｃ
Ｃ

れ
ら
の
製
品

第
四
四
類

木
材
及
び
そ
の
製
品
並
び
に
木

四
四
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
四
四
・
〇
七
項
又

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

炭

は
第
四
四
・
〇
八
項
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

第
四
六
類

わ
ら
、
エ
ス
パ
ル
ト
そ
の
他
の

四
六
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

組
物
材
料
の
製
品
並
び
に
か
ご

細
工
物
及
び
枝
条
細
工
物

四
六
〇
一
・
二
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

四
六
〇
一
・
九
四

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

四
六
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）



444

第
五
〇
類

絹
及
び
絹
織
物

五
〇
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
六
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
〇
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
五
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
一
類

羊
毛
、
繊
獣
毛
、
粗
獣
毛
及
び

五
一
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

馬
毛
の
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の
織

物

五
一
・
〇
四

Ｃ
Ｃ

五
一
・
〇
六

五
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
一
・
〇
六
項
か

－

ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
一
・
一
一

五
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
一
・
一
一
項
か

－

ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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第
五
二
類

綿
及
び
綿
織
物

五
二
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
二
・
〇
四

五
二
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
二
・
〇
四
項
か

－

ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
二
・
〇
八

五
二
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
二
・
〇
八
項
か

－

ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
三
類

そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維

五
三
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

及
び
そ
の
織
物
並
び
に
紙
糸
及

び
そ
の
織
物

五
三
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

五
三
・
〇
五

Ｃ
Ｃ

五
三
・
〇
六

五
三
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
三
・
〇
六
項
か

－

ら
第
五
三
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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五
三
・
〇
九

五
三
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
三
・
〇
九
項
か

－

ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
五
四
類

人
造
繊
維
の
長
繊
維
並
び
に
人

五
四
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ

造
繊
維
の
織
物
及
び
ス
ト
リ
ッ

プ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
人
造

五
四
・
〇
七

五
四
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
四
・
〇
七
項
又

－

繊
維
製
品

は
第
五
四
・
〇
八
項
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）

第
五
五
類

人
造
繊
維
の
短
繊
維
及
び
そ
の

五
五
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ

織
物

五
五
・
〇
八

五
五
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
五
・
〇
八
項
か

－

ら
第
五
五
・
一
一
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
五
・
一
二

五
五
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
五
・
一
二
項
か

－

ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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第
五
六
類

ウ
ォ
ッ
デ
ィ
ン
グ
、
フ
ェ
ル

五
六

Ｃ
Ｃ

ト
、
不
織
布
及
び
特
殊
糸
並
び

に
ひ
も
、
綱
及
び
ケ
ー
ブ
ル
並

び
に
こ
れ
ら
の
製
品

第
五
七
類

じ
ゅ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用

五
七

Ｃ
Ｃ

繊
維
の
床
用
敷
物

第
五
八
類

特
殊
織
物
、
タ
フ
テ
ッ
ド
織
物

五
八

Ｃ
Ｃ

類
、
レ
ー
ス
、
つ
づ
れ
織
物
、

ト
リ
ミ
ン
グ
及
び
し
し
ゅ
う
布

第
五
九
類

染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆

五
九
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ

し
又
は
積
層
し
た
紡
織
用
繊
維

の
織
物
類
及
び
工
業
用
の
紡
織

五
九
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第

用
繊
維
製
品

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一

三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇

八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で

の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら



448

第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、

第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇

八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら

第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
九
・
〇
三

五
九
・
〇
九

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第

－

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一

三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇

八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で

の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら

第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、

第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇

八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら

第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
九
・
一
一

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一

三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇
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八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で

の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら

第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、

第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇

八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら

第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
六
〇
類

メ
リ
ヤ
ス
編
物
及
び
ク
ロ
セ
編

六
〇

Ｃ
Ｃ

物

第
六
一
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ

六
一

Ｃ
Ｃ
（
第
六
〇
類
か
ら
の
変
更

ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の

を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
産
品

も
の
に
限
る
。
）

が
、
締
約
国
の
関
税
地
域
に
お
い

て
、
裁
断
さ
れ
、
又
は
特
定
の
形

状
に
編
ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ

さ
れ
、
又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ

と
を
条
件
と
す
る
。

第
六
二
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ

六
二

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第
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ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一

も
の
を
除
く
。
）

三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇

八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で

の
各
項
、
第
五
三
・
〇
七
項
か
ら

第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、

第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇

八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第

五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
、
第

五
八
・
〇
一
項
、
第
五
八
・
〇
二

項
、
第
五
九
・
〇
三
項
、
第
五

九
・
〇
六
項
又
は
第
五
九
・
〇
七

項
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た

だ
し
、
産
品
が
、
締
約
国
の
関
税

地
域
に
お
い
て
、
裁
断
さ
れ
、
か

つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
、
又
は
裁
断

さ
れ
、
か
つ
、
組
み
立
て
ら
れ
る

こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
六
三
類

紡
織
用
繊
維
の
そ
の
他
の
製

六
三
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第

品
、
セ
ッ
ト
、
中
古
の
衣
類
、

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一
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紡
織
用
繊
維
の
中
古
の
物
品
及

三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇

び
ぼ
ろ

八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で

の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら

第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、

第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇

八
項
、
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第

五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
又
は

第
六
〇
類
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
。
た
だ
し
、
産
品
が
、
締

約
国
の
関
税
地
域
に
お
い
て
、
裁

断
さ
れ
、
又
は
特
定
の
形
状
に
編

ま
れ
、
か
つ
、
縫
い
合
わ
さ
れ
、

又
は
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
を
条

件
と
す
る
。

六
三
・
〇
九

六
三
・
一
〇

Ｗ
Ｏ

－

第
六
四
類

履
物
及
び
ゲ
ー
ト
ル
そ
の
他
こ

六
四

Ｃ
Ｃ

れ
に
類
す
る
物
品
並
び
に
こ
れ

ら
の
部
分
品
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第
六
五
類

帽
子
及
び
そ
の
部
分
品

六
五
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

六
五
・
〇
一

六
五
・
〇
二

Ｃ
Ｃ

－

第
七
〇
類

ガ
ラ
ス
及
び
そ
の
製
品

七
〇
一
八
・
一
〇

Ｃ
Ｃ

七
〇
一
八
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

第
七
一
類

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴

七
一
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
八
項
又

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴

は
第
七
一
・
一
〇
項
か
ら
の
変
更

金
属
を
張
っ
た
金
属
並
び
に
こ

を
除
く
。
）
又
は
、

れ
ら
の
製
品
、
身
辺
用
模
造
細

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・

貨
類
並
び
に
貨
幣

〇
八
項
若
し
く
は
第
七
一
・
一
〇

項
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材
料
が

生
産
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
当
該

非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
次
の

い
ず
れ
か
一
方
若
し
く
は
双
方
の

工
程
を
経
る
こ
と
。

電
解
分
離
、
熱
分
離
又
は

(1)
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化
学
分
離

当
該
非
原
産
材
料
の
相
互

(2)
の
間
の
又
は
卑
金
属
と
の
合

金
化
又
は
融
合

七
一
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
又

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

は
第
七
一
・
一
〇
項
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）
又
は
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・

〇
八
項
若
し
く
は
第
七
一
・
一
〇

項
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材
料
が

生
産
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
当
該

非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
次
の

い
ず
れ
か
一
方
若
し
く
は
双
方
の

工
程
を
経
る
こ
と
。

電
解
分
離
、
熱
分
離
又
は

(1)
化
学
分
離

当
該
非
原
産
材
料
の
相
互

(2)
の
間
の
又
は
卑
金
属
と
の
合

金
化
又
は
融
合
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七
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
又

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

は
第
七
一
・
〇
八
項
か
ら
の
変
更

を
除
く
。
）
又
は
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・

〇
八
項
若
し
く
は
第
七
一
・
一
〇

項
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材
料
が

生
産
に
使
用
さ
れ
、
か
つ
、
当
該

非
原
産
材
料
の
そ
れ
ぞ
れ
が
次
の

い
ず
れ
か
一
方
若
し
く
は
双
方
の

工
程
を
経
る
こ
と
。

電
解
分
離
、
熱
分
離
又
は

(1)
化
学
分
離

当
該
非
原
産
材
料
の
相
互

(2)
の
間
の
又
は
卑
金
属
と
の
合

金
化
又
は
融
合

七
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
四
項
か

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

ら
第
七
一
・
一
八
項
ま
で
の
各
項

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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七
一
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
又

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

は
第
七
一
・
一
五
項
か
ら
第
七

一
・
一
八
項
ま
で
の
各
項
か
ら
の

変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
、

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

第
七
一
・
一
四
項
又
は
第
七
一
・

一
六
項
か
ら
第
七
一
・
一
八
項
ま

で
の
各
項
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
一
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

ら
第
七
一
・
一
五
項
ま
で
の
各

項
、
第
七
一
・
一
七
項
、
第
七

一
・
一
八
項
、
第
七
一
〇
一
・
二

二
号
、
第
七
一
〇
二
・
三
九
号
、

第
七
一
〇
三
・
九
一
号
、
第
七
一

〇
三
・
九
九
号
又
は
第
七
一
〇

四
・
九
〇
号
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
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第
七
二
類

鉄
鋼

七
二
一
〇
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

七
二
一
九
・
三
一

七
二
一
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

七
二
二
五
・
五
〇

七
二
二
五
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

七
二
二
六
・
九
二

七
二
二
六
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

第
八
五
類

電
気
機
器
及
び
そ
の
部
分
品
並

八
五
二
三
・
五
一

八
五
二
三
・
五
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
四
二
項
か

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

び
に
録
音
機
、
音
声
再
生
機
並

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
映
像
及

び
音
声
の
記
録
用
又
は
再
生
用

八
五
四
一
・
一
〇

八
五
四
一
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
拡
散
工
程

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分

注
釈

第
八
五
四
一
・
一
〇
号

品
及
び
附
属
品

か
ら
第
八
五
四
一
・
六
〇

号
ま
で
の
各
号
又
は
第
八

五
四
二
・
三
一
号
か
ら
第

八
五
四
二
・
三
九
号
ま
で

の
各
号
に
分
類
さ
れ
る
産

品
の
た
め
の
規
則
の
適
用



457

上
、
「
拡
散
工
程
」
と

は
、
適
切
な
不
純
物
を
選

択
的
に
注
入
す
る
こ
と
に

よ
り
半
導
体
が
基
板
上
に

形
成
さ
れ
る
工
程
を
い

う
。

八
五
四
二
・
三
一

八
五
四
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は
拡
散
工
程

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

八
五
四
三
・
七
〇

八
五
四
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
四
二
項
か

Ｖ
Ｎ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

－

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
九
一
類

時
計
及
び
そ
の
部
分
品

九
一
（
た
だ
し
、
次
の
も
の
を
除
く
。
）

Ｃ
Ｔ
Ｈ

Ｖ
Ｎ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト

九
一
一
三
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

第
九
四
類

家
具
、
寝
具
、
マ
ッ
ト
レ
ス
、

九
四
〇
一
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

マ
ッ
ト
レ
ス
サ
ポ
ー
ト
、
ク
ッ

シ
ョ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

九
四
〇
四
・
二
一

九
四
〇
四
・
二
九

Ｃ
Ｃ

－

る
詰
物
を
し
た
物
品
並
び
に
ラ
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ン
プ
そ
の
他
の
照
明
器
具
（
他

九
四
〇
四
・
九
〇

の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除

布
団

Ｃ
Ｃ
（
第
五
〇
・
〇
七
項
、
第

く
。
）
及
び
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ

五
一
・
一
一
項
か
ら
第
五
一
・
一

ン
サ
イ
ン
、
発
光
ネ
ー
ム
プ

三
項
ま
で
の
各
項
、
第
五
二
・
〇

レ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

八
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で

る
物
品
並
び
に
プ
レ
ハ
ブ
建
築

の
各
項
、
第
五
三
・
〇
九
項
か
ら

物

第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項
、

第
五
四
・
〇
七
項
、
第
五
四
・
〇

八
項
又
は
第
五
五
・
一
二
項
か
ら

第
五
五
・
一
六
項
ま
で
の
各
項
か

ら
の
変
更
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
も
の

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
九
六
類

雑
品

九
六
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

九
六
・
〇
五

Ｃ
Ｃ


